
利用のルール
さざなみひろばは、だれでも自由に利用できる広場です。

お互いに譲り合い、気持ちよく利用しましょう。
ひろば利用時間：19時まで（通り抜けはできます）

※利用状況によりルールを見直すことがあります。 供用開始：2026年2月22日 長崎市まちづくり部まちなか事業推進室

安全に遊ぼう

・遊具は正しい使い方を守り、危険な行為はやめましょう。
・ひろばの中には許可を受けた車やバイク以外は乗り入れないようにしましょう。

まわりに気をつけよう

・大きな音や周囲の迷惑となる行為は控えましょう。
・ゴミは各自で持ち帰ってください。
・ボール遊びをする際は、まわりの人に十分注意しましょう。

防災について

・緊急時には、一時的な避難や安全確保のために利用される場合があります。

禁止行為

・ひろば内は禁煙です。
・他の利用者に迷惑をかける飲酒はやめてください。
・許可のない火気使用や、施設を傷つける行為は禁止です。
・スケートボードの利用は禁止です。

ひろば利用上の注意

・イベント等、広場内で特別な行為を行う場合、申請が必要となります。
利用の際には下記まで必ず連絡してください。

長崎市まちづくり部まちなか事業推進室（095-829-1178）


